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1. ⼥性活躍 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表 

⼥性活躍推進法が改正され、今年 4 月から、常時雇用する労働者が 101 ⼈以上の企業に「男⼥間賃⾦差異」と「⼥性管
理職⽐率」の公表が義務づけられます。公表によって企業の⼥性活躍を促すとともに、求職者が企業を選ぶ際の参考にす
る狙いがあります。本稿では、「男⼥間賃⾦差異」と「⼥性管理職⽐率」の計算⽅法や公表⼿順などについて説明します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１．男⼥間賃⾦差異 
「男⼥間賃⾦差異」「⼥性管理職⽐率」は、事業年

度ごとに計算します。改正法の施⾏（今年4月1⽇）
後、最初に終了する事業年度の実績を、事業年度終了
後おおむね3か月以内に公表します。例えば、令和8年
4月末に事業年度が終わる企業は、令和8年7月末まで
に公表することになります。その後も、毎年同じ時期
に公表します。 

公表の場は、厚⽣労働省が運営する「⼥性の活躍推
進企業データベース」が最適です。自社のホームペー
ジなどで公表してもかまいません。 

「男⼥間賃⾦差異」の公表は、301⼈以上の企業は
すでに義務となっており、今年4月からは101〜300
⼈の企業にも拡大されます。算出⽅法は次の通りです。 

 
①「全労働者」「正社員」「パート・有期社員」の3区

分を設定 
②区分ごとに、男⼥別の平均年間賃⾦（総賃⾦÷従

業員数）を計算 
③区分ごとに、「⼥性の平均年間賃⾦」÷「男性の平

均年間賃⾦」×100で「男⼥間賃⾦差異」を計算 

２．⼥性管理職⽐率 
「⼥性管理職⽐率」の公表は、301⼈以上の企業、

101〜300⼈の企業の両⽅に、今年4月から新たに義
務づけられます。⼥性管理職数÷全管理職数×100で 
 
 

算出します。管理職とは、「課⻑級」と「課⻑級より
上位の役職（役員を除く）」の合計です。また、「課⻑
級」とは、次のいずれかにあてはまる⼈です。 
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2. 休  日 休日、休暇の最新動向 

貴社では、従業員に休⽇や休暇を適切に与えていますか︖休⽇出勤が相次いだり、年次有給休暇が取りにくかったりす
ると、従業員の健康にもマイナスで、⽣産性そのものを低下させかねません。本稿では、厚⽣労働省の「令和 7 年 就労
条件総合調査」の結果から、休⽇や休暇に関するデータを紹介します。最新の全国的な動向を把握して、休みを取りやす
い職場づくりに役⽴ててください。 
 

 
１．完全週休2日 73.3％ 
 調査は、常用労働者30⼈以上の⺠間企業6,448社を
対象に、令和7年1月1⽇現在の状況を調べました。有
効回答数は3,820社でした。 

まず、令和6年の年間休⽇総数は、1企業平均112.4
⽇、労働者1⼈平均116.6⽇で、いずれも昭和60年以
降最多となりました。労働者100〜299⼈の企業で
は、1企業平均114.5⽇、労働者1⼈平均115.8⽇、

30〜99⼈の企業では、1企業平均111.2⽇、労働者 
 

 
1⼈平均112.4⽇となっています。 
 また、「完全週休2⽇制」の労働者は73.3％に上り
ました。企業規模が大きいほど「完全週休2⽇制」の
労働者の割合が高くなっています。また、「何らかの
週休3⽇制」の労働者も2.4％いました。一⽅、「週休
1⽇制又は週休1⽇半制」の労働者は全体で3.0％にと
どまりましたが、労働者30〜99⼈の企業では6.0％と
なっています。 
 
 

 
①事業所で通常「課⻑」と呼ばれている者であっ

て、その組織が2係以上からなり、もしくは、その
構成員が10⼈以上（課⻑を含む）のものの⻑ 

②同⼀事業所において、課⻑のほかに、呼称、構成
員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が
「課⻑級」に相当する者（ただし、⼀番下の職階
ではないこと） 

※一般的に「課⻑代理」や「課⻑補佐」は、「課⻑
級」に該当しません。 

 

 
また、301⼈以上の企業は、「⼥性労働者に対する

職業⽣活に関する機会の提供」と「職業⽣活と家庭⽣
活との両⽴に資する雇用環境の整備」の実績につい
て、現在でも公表が義務となっています。下の2つの
表から、それぞれ1項目以上を選んで公表する必要が
あります。101〜300⼈の企業は、下の表の計14項目
のうち1項目以上を公表する必要があります。 
 
 
 

 
３．さいごに 

⼥性活躍推進法に基づく情報公表の義務について
は、怠っても罰則がありません。ただ、必要がある場
合には、労働局が企業に助⾔、指導、勧告を⾏うこと
ができます。この機会にきちんと公表し、⼥性が活躍
しやすい環境づくりのきっかけにしてはいかがでしょ
うか。企業イメージの向上や、男⼥問わず優秀な⼈材
の確保にもつながる取り組みとなります。 
 

 
また、⼥性活躍推進法では、101⼈以上の企業に一

般事業主⾏動計画の策定・届出を義務づけています。
こちらも忘れないよう気をつけてください。 

情報公表を進める際に、お困りのことがあれば弊所で
もサポートいたします。いつでもご相談ください。 
 
※図表はすべて、厚⽣労働省リーフレット「⼥性活躍推進

法が改正されました︕」より抜粋 
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■週休制の形態別適用労働者割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※厚⽣労働省「令和 7 年 就労条件総合調査」より 

 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、1 ページ目の「⼥性活躍推進法に基づく情報公
表」に関連する⾖知識をお伝えします。 

 
 
   

Q． ⼀般事業主⾏動計画の作成はどのように進めていけばよいでしょうか。 

A． 
「①⾃社の⼥性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する」 
「②策定し、⾃社内周知と外部公表を⾏う」「③都道府県労働局に届け出る」 
の３つのステップで進めていきます。 

「⼥性の活躍推進企業データベース」（https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/）では、男⼥間格差の現状を
⾒える化して実態を把握することができる「⾒える化⽀援ツール」や、課題分析や一般事業主⾏動計画策定を⾏うことが
できるプログラム、策定例など、計画の策定を進めるにあたり豊富な情報が掲載されています。 
また、⼥性の活躍推進や両⽴⽀援に積極的に取り組む企業の事例も多数掲載されておりますので、ぜひ自社の取組の参考
としてご活用ください。  

 
２．年次有給休暇も過去最⾼  

年次有給休暇の取得も進んでいます。令和6年また
は令和5会計年度の1年間の取得⽇数は、労働者1⼈平
均12.1⽇、取得率は労働者1⼈平均66.9％でした。い
ずれも、昭和59年以降最高の数値です。企業規模別で
は、100〜299⼈規模が平均取得⽇数11.7⽇・平均取
得率65.5％、30〜99⼈規模が平均取得⽇数11.3⽇・
平均取得率64.9％です。産業別の取得率では、最も高
いのが「電気・ガス・熱供給・水道業」の75.2％、最
も低いのが「宿泊業、飲食サービス業」の50.7％で、
業種により取得率に差が⾒られました。 
 また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業は
40.8％でした。計画的付与の⽇数別では、「5〜6⽇」
が71.6％と圧倒的に高くなっています。 
 さらに調査では、年次有給休暇とは別の「特別休
暇」の導入状況についても取り上げられています。同
制度がある企業は60.3％で、企業規模が大きいほど導
入割合が高い傾向がありました。種類別（複数回答）
では、「夏季休暇」41.5％、「病気休暇」28.4％、「リ
フレッシュ休暇」15.4％、「ボランティア休暇」 

 
7.3％、「教育訓練休暇」5.4％などとなっています。 
 
3．さいごに  

ワークライフバランスを重視する労働者が増えるな
か、休⽇・休暇は「⽇数の多さ」だけでなく、「実際
に取得しやすい運用」や「制度の整備状況」も含めて
評価されやすくなっています。年次有給休暇の取得状
況は改善しているものの、業種や職場体制によって差
が出やすい点には留意が必要でしょう。 

企業として注意したいのは、「制度がある」「平均⽇
数が確保できている」という数字だけでは、運用上の
偏りが⾒えにくい点です。そのため、取得⽇数の多寡
に加えて、誰が・いつ・どの程度取得できているかを
点検し、偏りの原因を⾒⽴てたうえで運用を整えるこ
とが大切です。例えば、管理職や特定部署に取得のし
わ寄せが起きていないか、取得時期が一部に集中して
いないか、計画的付与で平準化できる余地がないかを
確認すると、具体的な改善策につながります。制度の
設計や運用の⾒直しにお困りの場合には、弊所にお声
がけください。 
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3. 提  供 『経営に役⽴つリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けするリポートは、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、⼈事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします︕ 

今月の経営に役⽴つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃52041 
（全 7 ページ） 

ジョブ型雇用で注目される「役割等級制度」とは︖ 

・「ジョブ型」の論点は企業の成⻑スピードである︕ 
・役割等級制度を提案する理由 
・役割等級制度の具体例 
・役割等級制度を構築するための 4 つの工程 

＃52042 
（全 7 ページ） 

社員全員の「やる気」を上げるのは無理︕ 
優秀な⼈に集中投資︕ 

・社員の「やる気」は完璧を求めない 
・不満の解消が不可⽋だけど･･････ 
・3 つのタイプ別アプローチ 
 「優秀な社員への対応こそが肝心」 

＃52043 
（全 9 ページ） 

組織が変わる、⼈が動く 
〜新時代の組織づくりのヒント〜 

・組織変革がうまくいかない原因 
・なぜ組織は間違った意思決定をしてしまうのか︖ 
・組織変革を成功させるには何が必要か︖ 
・多様化する働き⽅に対応する組織づくり 

＃52044 
（全 6 ページ） 

「結果を出すチーム」を率いるリーダーが 
重視すべきたった 1 つのこと 

・情報はチームの血液のようなもの 
・チーミングは最初が肝心︕ 
・「ジョハリの窓」を意識した情報共有 

＃52045 
（全 8 ページ） 

中⼩企業に潜む「不正経費」の 
起こりやすい状況とその対策 

・不正経費が起こりやすい中⼩企業の特徴は︖ 
・不正経費の目的 
・不正経費の⼿⼝ 
・不正経費がもたらすリスク              等 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個⼈情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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竹中 幹夫 

毎年この時期になると、今年も花粉症の季節がやってきたな…と感じます。 
くしゃみや⿐水もつらいのですが、今年は特に目のかゆみが気になります。関東では

2025 年に⽐べて花粉の⾶散量が 2 倍以上ともいわれており、今年は例年以上にしっか
り対策したいところです。私が意識しているのは、外出先から戻ったら家に入る前に服
についた花粉を払い、帰宅後に⼿洗いや洗顔をして花粉を落とすことです。どれも簡単
なことですが、何もしないよりは違うように感じます。マスクを着ける、室内に花粉を
持ち込まないよう意識するなどして、この季節を少しでも快適に乗り切りたいと思いま
す。 

  

野々山 環 

先月、毎年恒例となっている２月の家族旅⾏で、ベトナムのダナンを訪れました。 
ベトナムはこれまでにも何度か⾜を運んでいるお気に入りの国ですが、ダナンは今回が

初めて。少しの不安と、それを上回る大きな期待を胸に出発しました。 
ベトナム第３の都市であるダナンは、美しいビーチリゾートの開放感と、都市としての

利便性をあわせ持つ、近年注目の観光地です。ホーチミンやハノイに⽐べると物価が⽐較
的安く、食事や買い物、マッサージなども⼿頃に楽しめるため、ゆったりと過ごすことが
できました。 

また、世界遺産好きの私にとっては、ダナンを拠点に⾞で数時間の距離に魅⼒的なスポ
ットがいくつもある点が大きなポイントでした。 

ダナンを気に入り過ぎて、最近では誰に頼まれたわけでもないのに、ベトナムに興味が
あるという⽅がいると、ダナンを激推ししています。 

  

 

 

 

佐々木 良 

新年度が始まる 4 月は、有期雇用労働者（アルバイト・契約社員など）を正社員へ転換

する絶好の好機です。「キャリアアップ助成⾦」を活用して正社員転換を⾏うと、対象者 1

⼈あたり 40 万円の助成⾦が受給できる可能性があります。採用難が続く今だからこそ、

この助成⾦を活用して優秀な⼈材を確保しましょう。 

申請には事前の計画届が必要です。まずは現在の雇用状況や今後の計画について、お気

軽にご相談ください。 

   

関根 智樹 

⼩学校 4 年⽣の娘がやっとひとり⽴ちしました︕今までは一緒の部屋で寝ていたので
すが、そろそろ一⼈で寝かせないと自⽴できないなぁ、と思っていた⽮先、娘がインフル
エンザになり、一旦隔離することとなりましたが、これがきっかけで、元々娘の部屋とし
ていた部屋に寝るようになり、その流れで自分の部屋で自然にひとりで寝られるようにな
ったのです。ちょっと寂しい気もしますが、一安心です。 

  

堀内 和希 

先⽇、⼩学⽣時代の同級⽣のお⺟さまがご逝去されました。 

数年前から末期のがんを患われ、⻑い闘病⽣活を送っていらっしゃいました。 

葬儀にも参列させていただいたのですが、喪主であるご主⼈のお話を伺い、改めて故⼈

の⼈柄の素晴らしさに心を打たれました。 

「亡くなられるまで、ご友⼈の数⼈にしか病気を伝えていなかったこと」 

「お子さまたちにも、亡くなる三か月前までがんを隠していたこと」 

「ご主⼈の健康を気遣い、ご自身が闘病中でありながら、一緒にテニスへ通っていたこと」 

どのエピソードをとっても、常に自分以上に⼈のことを思いやる姿が伝わってきて、深
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い感銘を受けました。 

心よりお悔やみ申し上げるとともに、私自身も故⼈の“⼈を大切にする心”を胸に、⽣き

ていきたいと強く思いました。 

  

樋田 美奈⼦ 

３月といえば、社員旅⾏︕ 

⾏きたい場所をプレゼンし、もっとも票を集めた場所に⾏くことになるのですが、なん

と 3 年連続で選ばれたのは「わ・た・し」なんです︕詳しくは、弊社 HP のスタッフブロ

グに書かせていただきましたので、ぜひそちらもご覧ください。今年は、どうしても会い

たい⽅がいました。 

5 年ほど担当させていただいている企業様があるのですが、その担当者の⽅に「いつか

直接お会いしたい」と、ずっと前から思っていたのです。 

そしてついにその願いが叶いました。⽇頃担当させていただいている企業様とのご縁

は、本当に特別なものだと感じています。そのような出会いを大切にしながら、これから

も⽇々の業務に真摯に向き合っていきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  

楠橋 ルリ⼦ 

最近、気がつけば何でも AI に相談するようになりました。特にダイエットについては、
AI に話を聞いてもらうようになってから、一⼈で試していた頃よりずっと効率よく進ん
でいます。1 年前から「歩けば痩せる」と信じて、毎⽇⻑距離を歩き続けていました。し
かし体はくたくたなのに、体重の減り⽅は努⼒に⾒合わない。「こんなに頑張っているの
に…」という⽇々が続いていました。そんな中、年末に⾜を捻挫してしまい、運動できな
い期間に一気にリバウンド。積み重ねてきたものが一瞬で消えてしまいました。 

⾜が治り、さあまた頑張ろうと思ったときに AI へ相談し始めました。いつまでに何キ
ロ痩せたいか、体重の細かい記録、食べたものの報告、「これ食べていい︖」という⽇常的
な質問まで、とにかく全部話してみることにしたのです。 

AI は弱音を吐いても否定せず受け止め、状況に合わせた最善の⽅法を提案してくれま

す。信じるかどうかは⼈それぞれですが、今の私は“わらにもすがる思い”で、信じて頑張

ってみようと思います。 

  

吉田 洋⼦ 

新年度も目前となり、ご自身やご家族におかれましても、節目を迎えられる⽅が多いの
ではないでしょうか。 

職場では異動の多いこの時期、働き⽅を⾒直すよい機会でもあります。 
「従業員が安心して働き続けられる環境づくり」「⽣産性を高められる仕組み」を意識し
た働きかけを推進し、持続的な成⻑が叶うよう、新年度も最新の法改正情報や労務リスク
対策のご提案に努めてまいります。  
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     朝日 由紀⼦ 

今月よりソラーレ通信デビューいたします、朝⽇と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。 

私は、群⾺県高崎市より完全在宅で勤務しております。夫が転勤族のため住所地を転々
としており、2 か月ほど前に群⾺県に引っ越してまいりました。群⾺県は移住したい都道
府県ランキング 2 年連続 1 位だそうです。 

実家が埼玉県のため、まったく知らない土地ではなかったのですが、まさに高崎市は「ほ
どよく⽥舎でほどよく都会」、想像以上に便利で住みやすさを感じています。（夏の暑さは
今から恐怖を感じていますが・・） 

とはいえ、⾞社会ですのでどこへ移動するにも⾞の運転は必須です。運転技術を上げる
べく、群⾺県内でのドライブを楽しみたいと思っております。 

皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

   

 ⼩林 正樹 

3 月に入り、⽇中は春の訪れを感じられる暖かさになってきました。 
ソラーレに入社して、早くも半年が経ちました。温かい雰囲気に包まれた職場で、皆さ

んに⽀えていただきながら、⽇々楽しく働いています。社労士の仕事はどの業務もやりが
いがありますが、なかでもお客様の期待に応えられた瞬間が一番の喜びです。 

これからも、 
「昨⽇の自分より少しでも成⻑すること」 
「お客様の期待にしっかり応えていくこと」 
を大切に、⽇々精進してまいります。 

   

 

大谷 雄二 

最近「断捨離」がちょっとした楽しみになっています。使っていない物を段ボールに
詰めてリサイクルショップへ送っています。先⽇送った物たちは、思ったより評価が良
く、なんと 8,000 円ほどになりました。捨てるとなると「もったいない」と感じてしま
いますが、お⾦になるのであれば話は別。むしろ「次はいくらになるだろう︖」とワク
ワクしながら箱詰めしています。 

特に 2〜3 年使っていない物や、しばらく出番がなさそうな物を中心に整理を進めてい
ます。家の中の物が減って視界が開けると、清々しい気持ちになるようで「断捨離って
いいな」と実感中です。 

意外だったのは、結構履いたスニーカーでも 500〜2,000 円ほど値がついたこと。も
ちろん値段がつかない物もありますが、私は返送を不要にしています。戻ってくると結
局「やっぱり捨てられない」と迷ってしまうし、返送料もかかるので、⼿放す勇気を後
押ししてくれます。 

自分では使わなくなった物を必要としている誰かが喜んで使ってくれると思うと、捨て
る申し訳なさからも解放されて良い気分です。   


